
東広島市介護職員初任者研修事業支援補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、介護人材の確保及び介護サービスの質の向上を図るため、市内で人材

確保の取組みを行う法人又は団体が実施する介護職員初任者研修（以下「初任者研修」と

いう。）に要する費用に対して補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則

（平成２４年東広島市規則第４号。以下「補助金規則」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (1) 社会福祉施設等 次のいずれかに該当するものをいう。 

  ア 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第１項に規定する居宅サービス、同

条第１４項に規定する地域密着型サービス、同条第２４項に規定する居宅介護支援、

同条の２第１項に規定する介護予防サービス、同条の２第１２項に規定する地域密着

型介護予防サービス、第４８条第１項に規定する指定施設サービス等を提供する施

設、第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業及びロに規定する第

１号通所事業 

  イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）第５条第６項に規定する療養介護又は同条第１０項に規定する施設入所支

援サービスを提供する施設、同条第１８項に規定する共同生活援助を提供する事業所 

  ウ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４２条に規定する障害児入所施設 

(2) 初任者研修 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第２２条の２３第

１項に規定する研修 

 (3) 団体 代表者を定め、団体の組織運営に関する責任関係を文書によって定めており、

法人に準じた会計処理を適切に実施している団体 

（補助対象者） 

第３条 本補助事業の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市内で人材確保を

行い、かつ市内における複数の同一法人以外の社会福祉施設等によって構成される法人又

は団体とする。 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者が、初任

者研修を市内で実施する事業とする。 

２ 前項の事業は、広島県介護員養成研修事業実施要綱（平成３１年４月１日施行）に基づ

き、広島県から初任者研修事業者としての指定を受けている法人又は団体に限り、委託し



て実施することができる。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、初任者研修を

開催するために必要な経費のうち、次に掲げるものとする。 

(1) 報償費 

(2) 旅費 

(3) 器具使用料 

(4) 施設使用料 

(5) 印刷製本費 

(6) 通信運搬費 

(7) 消耗品費 

(8) 委託料 

(9) 広告費 

(10) 保険料 

(11) 人件費 

(12) その他市長が必要と定める経費  

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、前条各号に定める補助対象経費の実支出金額（当該額に１,０００

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。ただし、１回の初任者研修

につき、５０万円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする対象者は、東広島市介護職員初任者研修事業支援補

助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、初任者研修開講日の２週

間前までに申請しなければならない。 

(1) 事業計画書（別記様式第１－２号） 

(2) 収支予算書（別記様式第１－３号） 

(3) 受講者名簿（別記様式第１－４号） 

(4) 人件費内訳表（別記様式第１－５号） 

(5) 委託先の収支見積書（委託した場合のみ） 

(6) 前５号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定により申請があった場合には、その内容を審査し、適当である

と認められたときは、補助金の交付を決定し、東広島市介護職員初任者研修事業支援補助

金交付決定通知書（別記様式第２号）により、当該申請した者に通知するものとする。 

（交付の条件） 



第９条 補助金規則第５条第３項に規定する市長が付する必要な条件は、次に掲げる事項と

する。 

 (1) 初任者研修の申込者が、５名以上であること。 

 (2) 経費の削減及び事業運営の合理化を図るため、可能な限り複数の見積書を徴取し、比

較検討を行うこと。 

（変更等の承認） 

第１０条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、第７条の規

定により申請した事項を変更しようとするとき（軽微な変更として市長が定めるものを除

く。）又は当該交付決定に係る補助金を受けて実施する事業を中止し、若しくは廃止しよ

うとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。 

２ 補助事業者は、前項の規定による前項の承認を受けようとするときは、東広島市介護職

員初任者研修事業支援補助金変更（中止・廃止）申請書（別記様式第３号）に変更に係る

事項を明らかにする書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、東広島市介護職員初任者研修事業支

援補助金変更（中止・廃止）承認通知書（別記様式第４号）により、その旨を当該補助事

業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して３０日を経過した日又は

当該補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、東広島

市介護職員初任者研修事業支援補助金実績報告書（別記様式第５号）に次に掲げる書類を

添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 事業実績報告書（別記様式第５－２号） 

(2) 収支決算書（別記様式第５－３号） 

(3) 初任者研修修了者名簿（別記様式第５－４号） 

(4) 人件費内訳表（別記様式第５－５号） 

(5) 支払を証する書類その他これらに準ずる書類の写し 

(6) 委託先における収支決算書（委託した場合のみ） 

(7) 前６号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る書類の内

容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、東広

島市介護職員初任者研修事業支援補助金額確定通知書（別記様式第６号）により補助事業

者へ通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 



第１３条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとすると

きは、東広島市介護職員初任者研修事業支援補助金交付請求書（別記様式第７号）を市長

に提出しなければならない。 

（雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


